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■ 障害福祉サービス体制届申請受付サポートサイト URL

https://shogaitaiseitodoke-r5.kanafuku-sinsei.jp/

はじめに

■ ブラウザにURLを入力する方法

ブラウザ上部のURL入力欄に、URLを入力して、Enterキーを押してください。

ブラウザはInternet Explorerに対応していませんので、正常に動作しない場合があ
ります。Microsoft Edgeか、Google Chromeをダウンロードの上ご利用ください。



■体制届提出の流れ

2．ログイン

ログインページに進み、ご登録のメールアドレスとパス
ワードでログインします。

1．申請ユーザ登録

申請受付ポータルサイトに、ユーザを新規登録します。
仮登録後、ご登録メールアドレスから、本文記載の
URLをクリックしてユーザ登録を完了します。

注意事項
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体制届提出は以下の流れで行います。

3．基本情報の入力

「基本情報」から「手順1：法人情報の入力」、「手
順2：事業所情報の入力」、「手順3：様式第1号
の入力」を行います。

帳票ダウンロード後、届出書を郵
送する必要はありません。

変更届は必要が生じた時に作成
する帳票となります。

本マニュアルに記載のない手続き
については、事務局まで直接お問
い合わせください。

届出書受理

作成した届出書は受理され、事務局から川崎市、
相模原市へ提出いたします。

4．体制届等に関する届出書の入力

「手順4-1：別紙1の入力」、「手順4-2：住居ごと
の状況」、「手順5：ファイルアップロード」を行います。

5．変更届に関する届出書の入力

「手順4：変更届出書の入力」、「手順5：ファイル
アップロード」を行います。

6．帳票のダウンロード、保管

作成した様式第1号と別紙1、または変更届出書の
帳票をダウンロードし、保管します。

本システムは川崎市・相模原市
専用のシステムです。その他の
県市には対応しておりません。

公益社団法人かながわ福祉
サービス振興会
運営指導課
電話045-581-8434
Eメール：
shogu@kanafuku.jp
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■ 障害福祉サービス体制届申請受付サポートサイト URL

https://shogaitaiseitodoke-r5.kanafuku-sinsei.jp/

1.申請ユーザ登録

■ ブラウザにURLを入力する方法

ブラウザ上部のURL入力欄に、URLを入力して、Enterキーを押してください。

「新規ユーザ登録」をクリックします。

ブラウザはInternet Explorerに対応していませんので、正常に動作しない場合があ
ります。Microsoft Edgeか、Google Chromeをダウンロードの上ご利用ください。



(1) 申請ユーザ登録の入力

「次へ」をクリックします。
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* は必須項目です。

法人格を前または後ろに入力してください。



■新規ユーザ登録 登録確認

「登録」をクリックします。
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内容を確認の上、チェックします。

登録情報に誤りがある場合「戻る」ボタンで前画面に戻り、修正してください。

ご登録のメールアドレス宛に、1～2分後ユーザ本登録用のメールが送信されますの
で確認してください。
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受信したメール内にある
URLをクリックします。

「ログインページへ」をクリック
します。

2.ログイン

ご登録のメールアドレス、パスワードは今後も使用しますので、忘れないよう
にしてください。

「ログイン」をクリックします。
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3.基本情報の入力

「基本情報入力」をクリックします。

「手順1：「法人情報の入力」を
クリックします。

手順1～3で作成を進めます。



■手順1：「法人情報」の入力

「保存」をクリックします。
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仮ユーザ登録時の内容が自動補完
されています。

仮登録時にない情報のため
入力してください。



■手順2：「事業所情報」の入力
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手順2：「事業所情報」の入力
をクリックしてください。

「選択した事業所を登録する」
をクリックします。

「障害福祉情報サービスかながわ」に登録のない事業所は自動補完されませんので
手入力してください。次の画面の「追加」ボタンでも登録できます。

チェックします。

自動補完を行わない場合はク
リックしてください。

貴法人の運営する事業所を
選択してください。



■「事業所情報」の追加

「保存」をクリックします。
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自動追加されなかった
事業所を手入力します。

画面上での表示順を表してい
ます。



■手順3：「様式第1号」の入力（体制届）
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このサービス内で、加算算定適用年
月日を起点に変更となる加算を記入
します。

「手順3：「様式第1号」の
入力をクリックします。

新たな加算の取得は「体制届」に、
変更届の作成を希望される場合は
「変更届」にチェックしてください。
※P19参照

「保存」をクリックしてます。

相模原市の加算の変更がない体制
届は、「 2023/04/01」を選択し、
変更前と変更後ともに「なし」と入力
してください。
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手順3を入力し終わったら、「戻る」を
クリックします。

手順3で「体制届」を選択
した場合、「体制等に関す
る届出書」をクリックしま
す。

届出書の種類を間違えた場合は何も表示されません。「基本情報入力」の
手順3「：様式第1号」の入力に戻って、ラジオボタンの選択を変更してくだ
さい。

4.体制届等に関する届出書の入力
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「編集」をクリックします。

「体制届」の場合、手順4～5で作成を
進めます。

「別紙1」の入力をクリックします。

共同生活援助以外は、手順4-2：「住居ごとの状況」の入力は表示されません。



■手順4-1：「別紙1」の入力
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福祉・介護職員、その他の職種それぞれのグループで、
「うちベースアップ等による賃金改善額」が3分の2以上
（66.7％～100％）になるよう入力してください。

「賃金改善の見込額」がそれぞれの加算
の見込額より1円以上多くなるよう入力
してください。

ベースアップ等加算は内訳
が必要なため、下の欄で入
力します。

新規の場合、開設した月から年度末までが
賃金改善実施期間になります

「保存」をクリックします。

サービスごとの加算が表示されますので、
取得する加算にチェックしてください。

川崎市は「2級地」、相模原市は「4級地」
をクリックします。
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手順4-2：「住居ごとの状況」
の入力をクリックしてください。

加算に間違いがあれば「編集」
で修正します。

共同生活援助以外は、手順4-2：「住居ごとの状況」の入力は表示されません。
そのまま手順5：ファイルアップロードに進んでください。



■手順4-2：住居ごとの状況の入力
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「保存」をクリックしてください。

該当する加算・減算などにチェックしてくだ
さい。

住居が複数ある場合は「追加」
を行い、手順４-２の手順を繰
り返してください。
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■手順5：ファイルアップロード

提出が必要な届出様式を確認し、
「ファイルを選択」をクリックします。

ファイルが選択されているのを確認し、
「アップロード」をクリックします。

同じように、様式2と、様式3もアップロードしてください。

届出様式は、選択したサービスにより提出するものが違います。
様式1（別紙2～別紙4）、様式2（別紙5～別紙32）、様式3（別紙33～別紙56）。

届出様式は、選択したサービスにより提出するものが違います。アップロードする様式1、様式
2、様式3は原則指定権者ごとに「障害福祉情報サービスかながわ」に公開されているものを
使用してください。
「研修修了書」「運営規定」など様式に含まれない資料は「その他」にアップロードしてください。
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「提出する」をクリックします。

■体制届の提出

「帳票ダウンロード」をクリック
すると、Excel帳票がダウン
ロードされます。

提出後も「届出書の編集に戻る」で引き戻し
修正可能です。

別のサービスを入力するため
「戻る」をクリックします。

引き続き、別のサービスも入力してください。

体制届の全てのサービスを入力し終わったら、本マニュアルP23の
「６.帳票のダウンロード・保管」に進んでください。
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5.変更届に関する届出書の入力
変更届を作成するには、本マニュアルP７～８の手順１、P９～１０の手順２が完了した
上で、P１１の手順に則り、事前準備として手順３の体制届を複写し、変更届として登録
する用のデータを作成する必要があります。

「複写」により、＃1のデータがコピーされ、＃3の変更年月日が空欄の状態のもの
が作成されます。こちらのデータを変更届に使用します。

変更届入力の前に
「体制届に関する届出書」
をクリックします。

手順3で、変更届を作成する事業所
の「複写」をクリックします。
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複写したデータの「編集」を
クリックします。

変更となる日を入力します。

変更となる内容を具体的に
記入します。

「変更届」にチェックします。

「保存」をクリックします。

■手順3：「様式第1号」の入力（変更届）
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「変更届」をクリック
します。

「戻る」をクリックします。

「編集」をクリックします。

■変更届の入力
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変更するものにチェックしてください。

「保存」をクリックします。

変更のチェック漏れがある場合
「編集」で修正できます。

変更届に関係するファイルをアップロード
します。Word、Exceｌ、ＰＤＦ、ＪＰＥＧな
ど、保存形式は問いません。
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提出後も「届出書の編集に戻る」で引き戻し修正可能です。

「提出する」をクリックします。

6．帳票のダウンロード・保管

「帳票ダウンロード」をク
リックしてください。

作成した体制届（様式第1号、別紙1）、変更届（変更届出書）がダウンロードできるようになります。
ダウンロードした届出書（Excelファイル）は控えとして必ず保管ください。

体制に係る変更を届け出る場合は、手順３の複写から「体制届」も作成する必要があります。作
成された「体制届」からダウンロードした帳票類はＰ23のアップロード欄にアップロードしてく
ださい。

別紙様式２-５「職員分類の変更特例に係る報告」及び別紙様式５「特別な事
情に係る届出書」に係る届出はシステムを通さずにエクセル等で作成いただ
く事となります。行政への提出方法等については、指定権者にお問合せくだ
さい。

■変更届の提出


